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インフォメーション

広報ねやがわ
令和４年３月号

広報ねやがわ
令和４年３月号

イベントの申し込みや申請などについて、開始日の記載がないものは、原則３月１日（火）から受け付けます。

翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

∧
①
児
童
扶
養
手
当
∨

　
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
の
児
童
又
は
20
歳
未
満
で
政
令

で
定
め
る
程
度
の
障
害
が
あ
る
児
童
を
養

育
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
親
・
父

親
な
ど
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

∧
②
特
別
児
童
扶
養
手
当
∨

　
政
令
で
規
定
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る

20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

▽
支
払
い
予
定
日　
①
１
月
・
３
月
・
５

月
・
７
月
・
９
月
・
11
月
②
４
月
・
８
月
・

11
月
、
い
ず
れ
も
11
日
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
は
、
直
前
の
金
融
機
関
営
業
日
）

　
ペ
ー
ジ
ID 

６
９
５
８
・
３
５
０
８

申
請・問　
直
接
、こ
ど
も
を
守
る
課
（
☎

８
１
２
・
２
２
１
０
）

く
ら
し
の
情
報

食
用
油
の
回
収

　
３
月
25
日
（
金
）
午
後
１
時
～
３
時
、

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
。

※
業
務
用
油
は
回
収
し
ま
せ
ん
。
容
器
は

持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

問　
「
市
消
費
者
協
会
」・
前
田
（
☎
８
２

２
・
１
９
９
７
）

３
月
消
費
生
活
講
座

　
３
月
16
日
（
水
）
午
後
１
時
30
分
～
３

時
、
市
立
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
多
目

的
室
、「
高
齢
者
詐
欺
被
害
に
あ
わ
な
い
た

め
に
」、定
員
20
人
（
申
込
順
）、参
加
無
料
。

申
込
・
問　
３
月
２
日
（
水
）
か
ら
電
話

で
市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
☎
８
２
８・

０
４
２
８
）

募
集
情
報

市
立
幼
稚
園
・
学
校
の�

講
師
な
ど
の
登
録
者
を
募
集

▽
職
種　
①
小
・
中
学
校
講
師
②
小
・
中

学
校
養
護
助
教
諭
③
学
校
栄
養
職
員
④
学

校
事
務
職
員
⑤
幼
稚
園
臨
時
職
員（
教
員・

養
護
教
員
）

▽
必
要
書
類　
履
歴
書
、
当
該
免
許
状
の

コ
ピ
ー
（
④
は
除
く
）

※
①
学
校
園
に
欠
員
が
生
じ
次
第
、
必
要

に
応
じ
て
連
絡
し
ま
す
②
特
に
幼
稚
園
臨

時
職
員
、
小
学
校
、
中
学
校
（
国
語
・
数

学
・
英
語
・
理
科
・
美
術
・
家
庭
）
の
講

師
登
録
者
を
求
め
ま
す
。

問　
学
務
課
（
☎
８
１
３
・
０
０
７
２
）

留
守
家
庭
児
童
会
の
指
導
員�

会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

▽
勤
務
日
時　
月
～
金
曜
日
の
午
後
1
時

30
分
～
６
時
30
分

▽
勤
務
場
所　
市
内
24
公
立
小
学
校

▽
時
給　
資
格
あ
り
（
保
育
士
・
教
員
免

許
）
…
１
１
９
５
円
、
資
格
な
し
…
１
１

１
５
円

※
①
面
接
後
に
採
用
者
を
決
定
し
ま
す
②

長
期
休
暇
な
ど
に
は
変
則
勤
務
が
あ
り
ま

す
。

申
込
・
問　
直
接
、
青
少
年
課
（
☎
８
１

３
・
０
０
７
５
）

市
立
小
・
中
学
校
勤
務
の�

会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

∧
①
少
人
数
教
育
推
進
人
材
・
学
力
向
上

支
援
人
材
∨

　
少
人
数
指
導
や
放
課
後
学
習
な
ど
の
学

習
支
援
を
行
い
ま
す
。

▽
募
集
人
数　
58
人

　
ペ
ー
ジ
ID 

６
８
５
９

∧
②
児
童
生
徒
支
援
人
材
∨

　
学
習
の
支
援
、
生
徒
指
導
（
不
登
校
児

童
生
徒
の
対
応
な
ど
）
を
行
い
ま
す
。

▽
募
集
人
数　
24
人

　
ペ
ー
ジ
ID 

５
３
７
９

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

▽
勤
務
日
時　
①
４
月
８
日
～
②
４
月
７

日
～
令
和
５
年
３
月
31
日
の
月
～
金
曜
日

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時
45
分

▽
勤
務
場
所　
市
内
の
小
・
中
学
校

▽
時
給　
①
免
許
あ
り
…
１
４
４
９
円
・

免
許
な
し
…
１
０
１
９
円
②
１
１
０
６
円

※
交
通
費
・
期
末
手
当
は
別
途
支
給
し
ま

す
。

▽
選
考　
３
月
17
日
（
木
）、
面
接

※
長
期
休
暇
な
ど
に
は
変
則
勤
務
が
あ
り

ま
す
。

申
込・問　
所
定
の
用
紙（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）、写
真
１
枚
（
縦

４
㎝
×
横
３
㎝
）、返
信
用
定
型
封
筒
（
郵

便
番
号
、
住
所
、
氏
名
を
書
い
て
２
４
４

円
切
手
を
貼
付
、
特
定
記
録
扱
い
）
を
郵

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

は市ホームページで
詳しい情報を見ること
ができます。ページID
で検索してください。

市
か
ら
の

お
知
ら
せ

バ
ス
利
用
券
の
配
布

　
バ
ス
運
賃
の
一
部
を
補
助
す
る
バ
ス
利

用
券
を
配
布
し
ま
す
。
運
賃
と
の
差
額
分

の
負
担
で
乗
車
で
き
ま
す
。

▽
対
象
者　
①
70
歳
以
上
の
人
②
身
体
障

害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
を
持
っ
て
い
る

人
③
妊
娠
中
の
人

▽
バ
ス
利
用
券　
１
枚
１
３
０
円
分
（
障

害
者
70
円
分
）
で
1
冊
10
枚
つ
づ
り

▽
使
用
期
限　
４
月
１
日
（
金
）
か
ら
１

年
間

▽
対
象
範
囲　
市
内
全
域
（
乗
車
又
は
降

車
す
る
バ
ス
停
が
市
内
で
あ
れ
ば
使
用
で

き
ま
す
）

▽
配
布
方
法　
計
３
冊
利
用
で
き
ま
す
。

①
②
令
和
３
年
度
中
の
対
象
者
で
２
月
１

日
ま
で
に
追
加
交
付
の
手
続
き
を
し
た
人

に
は
３
冊
、
そ
の
ほ
か
の
人
に
は
１
冊
を

３
月
中
に
郵
送
し
ま
す
（
２
冊
目
以
降
は

交
通
政
策
課
で
配
布
）
③
母
子
健
康
手
帳

交
付
時
に
配
布
（
す
で
に
母
子
健
康
手
帳

を
持
っ
て
い
る
人
や
２
冊
目
以
降
を
希
望

す
る
人
は
、
交
通
政
策
課
・
子
育
て
支
援

課
・
リ
ラ
ッ
ト
で
配
布
）

　
ペ
ー
ジ
ID 

６
０
１
６

問　
交
通
政
策
課
（
☎
８
１
３・１
２
０
７
）

市

　
　政

市
の
有
功
者
が
選
ば
れ
ま
し
た

　
市
政
の
発
展
に
多
大
な
功
績
が
あ
っ
た

故・増
田
松
太
郎
さ
ん
（
元
市
防
犯
委
員
）

が
有
功
者
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

問　
秘
書
課
（
☎
８
１
３
・
１
１
４
３
）

手

　続

　き

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金�

申
請
を
お
忘
れ
な
く

　
申
請
は
３
月
31
日
（
木
）
＝
必
着
＝
ま

で
で
す
。
給
付
の
対
象
者
で
申
請
が
ま
だ

の
人
は
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

市
か
ら
対
象
者
へ
申
請
書
の
一
斉
発
送
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
３
月
中
旬
以
降
に
出

産
予
定
の
人
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

▽
支
給
額　
児
童
一
人
当
た
り
10
万
円

▽
対
象
児
童　
０
歳
～
18
歳
（
平
成
15
年

４
月
２
日
～
令
和
４
年
３
月
31
日
生
ま
れ
）

∧
離
婚
な
ど
で
給
付
金
を
受
け
取
れ
な

か
っ
た
保
護
者
へ
∨

　
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
し
て
い

た
り
、
９
月
以
降
に
離
婚
し
た
り
す
る
な
ど

し
て
、
現
に
児
童
を
養
育
し
て
い
る
の
に
給

付
金
を
受
け
取
れ
な
か
っ
た
人
で
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

〇
令
和
３
年
９
月
分
の
児
童
手
当
受
給
者

で
な
か
っ
た
が
、
令
和
４
年
３
月
分
の
児

童
手
当
受
給
者
と
な
っ
た

〇
令
和
３
年
９
月
30
日
時
点
で
は
高
校
生

な
ど
を
養
育
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
令
和

４
年
２
月
28
日
時
点
で
高
校
生
な
ど
を
養

育
し
て
い
る

〇
養
子
縁
組
や
海
外
か
ら
の
帰
国
に
よ

り
、
養
育
者
が
代
わ
っ
て
い
る
場
合
な
ど

∧
申
請
が
必
要
な
世
帯
∨

〇
高
校
生
世
代
（
平
成
15
年
４
月
２
日
～

18
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）
の
児
童
の
み
を
養

育
し
て
い
る
（
令
和
３
年
９
月
30
日
時
点
）

※
児
童
手
当
を
市
で
受
給
し
て
い
る
人

は
、
高
校
生
の
対
象
児
童
分
は
支
給
済
み

（
申
請
不
要
）
で
す
。
再
婚
な
ど
で
児
童

手
当
受
給
者
の
扶
養
児
童
に
含
ま
れ
ず
、

給
付
金
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〇
公
務
員
で
児
童
手
当
を
勤
務
先
で
受
給

し
て
い
る

※
申
請
後
に
出
生
し
た
児
童
は
、
対
象
児

童
分
の
み
改
め
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ペ
ー
ジ
ID 

１
７
５
０
４

申
請
・
問　
申
請
書
（
こ
ど
も
を
守
る
課

や
市
役
所
総
合
案
内
、各
シ
テ
ィ・ス
テ
ー

シ
ョ
ン
で
配
布
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
直
接
、
こ
ど
も
を

守
る
課
（
☎
８
１
２
・
２
２
１
６
）

児
童
扶
養
手
当・特
別
児
童
扶
養
手
当

　
受
給
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
の

◦電話での予約や郵送など、非接触での各種手続きなどに、協力をお願いします。
◦�広報誌に掲載されているイベントや講座などは、感染防止対策を講じた上で実
施します。今後の感染拡大状況によっては、中止又は内容が変更となる場合があ
りますので、事前に担当課などに確認してください。

※掲載している情報は、２月14日時点です。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために３月市議会を開きます
　３月市議会（定例会）の日程は、次のとおりです（時間は２月
25日の一部を除き、いずれも午前10時から）。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市議会傍聴
時には、消毒液による手指の消毒、マスク着用などに協
力をお願いします。
※詳しくは市議会ホームページを見てください。

※�①２月25日・28日・３月９日・10日及び３月14日～17日の
各常任委員会後、それぞれ予算決算常任委員会分科会
を開催します②日時などは、議事の都合で変更すること
があります。

問　議会事務局（☎824・0010）

２月24日（木）
25日（金）

28日（月）
３月１日（火）

７日（月）・８日（火）
９日（水）・10日（木）
14日（月）・15日（火）
16日（水）・17日（木）

24日（木）

本会議
健康福祉常任委員会
文教生活常任委員会（午後２時
から）
総務都市創造常任委員会
本会議
本会議（代表質問）
健康福祉常任委員会
文教生活常任委員会
総務都市創造常任委員会
本会議

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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広報ねやがわ
令和４年３月号

広報ねやがわ
令和４年３月号

イベントの申し込みや申請などについて、開始日の記載がないものは、原則３月１日（火）から受け付けます。

送
で
３
月
14
日
（
月
）
＝
必
着
＝
ま
で
に

①
学
務
課
（
〒
572
―
８
５
５
５
本
町
１
番

１
号
☎
８
１
３
・
０
０
７
２
）
②
教
育
指

導
課
（
〒
572
―
８
５
５
５
本
町
１
番
１
号

☎
８
１
３
・
０
０
７
１
）

埋
蔵
文
化
財
資
料
館�

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集

▽
期
間　
６
月
か
ら
の
土
・
日
曜
日
や
イ

ベ
ン
ト
開
催
時
な
ど
の
午
前
10
時
～
午
後

４
時
（
シ
フ
ト
制
）

▽
場
所　
市
立
埋
蔵
文
化
財
資
料
館
な
ど

▽
活
動
内
容　
展
示
説
明
な
ど

▽
対
象　
養
成
講
座
（
５
月
中
に
３
回
程

度
開
催
予
定
）
を
全
回
受
講
で
き
る
人

▽
選
考
方
法　
書
類
審
査
及
び
面
接

　
ペ
ー
ジ
ID　
３
３
７
７

応
募
・
問　
応
募
用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
郵
送
又
は
Ｆ

Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
（
ア
ド
レ
ス
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
）
で
３
月
31
日
（
木
）
＝

必
着
＝
ま
で
に
文
化
ス
ポ
ー
ツ
室
（
〒
572

―
８
５
５
５
本
町
１
番
１
号
☎
８
１
３
・

０
０
７
４
、
ＦＡＸ
８
１
３
・
０
０
８
７
）

環
境
・
ま
ち
づ
く
り

打
上
川
治
水
緑
地
の
活
性
化
に
向
け

一
緒
に
考
え
ま
せ
ん
か

　
打
上
川
治
水
緑
地
の
魅
力
向
上
と
利
用

活
性
化
を
目
指
し
、
打
上
川
治
水
緑
地
に

つ
い
て
考
え
て
く
れ
る
人
を
対
象
に
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
（
計
４
回
）
を
開
き
ま
す
。

　
４
月
16
日
（
土
）
午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分
、
市
役
所
議
会
棟
４
階
第
一
委
員

会
室
、
30
人
（
申
込
順
）。

※
①
な
る
べ
く
全
回
出
席
を
お
願
い
し
ま

す
②
２
回
目
以
降
の
日
時
は
未
定
で
す
。

　
ペ
ー
ジ
ID 

１
８
０
９
６

申
込
・
問　
４
月
７
日
（
木
）
ま
で
に
電

話
又
は
メ
ー
ル
（
ア
ド
レ
ス
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
）
で
公
園
み
ど
り
課
（
☎

８
２
５
・
２
２
９
３
）

引
っ
越
し
は
省
エ
ネ
の
チ
ャ
ン
ス

　
家
電
の
買
い
替
え
や
電
気
契
約
の
切
り

替
え
な
ど
が
発
生
す
る
引
っ
越
し
は
、
省

エ
ネ
で
環
境
に
や
さ
し
い
暮
ら
し
を
始
め

る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
左

の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
で
は
、
お
得
で
省
エ
ネ

な
方
法
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

問　
府
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
（
☎
06
・
６

２
１
０
・
９
２
８
８
）
又
は
市
環
境
総
務

課
（
☎
８
２
１
・
４
０
５
５
）

狂
犬
病
予
防
注
射　
令
和
４
年
度
は

か
か
り
つ
け
の
病
院
で

　
犬
の
飼
い
主
に
は
、
飼
い
犬
登
録
と
年

１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
（
生
後
91
日
以

上
）
を
飼
い
犬
に
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
法

律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
令
和
４
年
度
の
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射

は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
中
止
し
ま
す
の
で
、
か
か
り
つ
け

の
動
物
病
院
で
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
市
内
委
託
動
物
病
院
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
）
で
は
注
射
済
票
の

発
行
も
同
時
に
行
え
ま
す
。
通
知
書
（
３

月
中
旬
頃
に
郵
送
予
定
）
が
あ
る
と
手
続

き
が
ス
ム
ー
ズ
で
す
。

　
ペ
ー
ジ
ID 

５
０
３
６

問　
保
健
衛
生
課
（
☎
８
２
９・７
７
２
１
）

相

　
　談

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ん
で
も
相
談

　
３
月
16
日
（
水
）
午
後
２
時
～
４
時
、

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
設
立
手
続
き
や
会
計
処

理
、
団
体
運
営
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
、
定

員
４
団
体
（
申
込
順
）。

申
込
・
問　
３
月
11
日
（
金
）
ま
で
に
直

接
窓
口
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

パ
ソ
コ
ン
ト
ラ
ブ
ル
相
談

　
３
月
22
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時
、

市
立
市
民
会
館
４
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
、

パ
ソ
コ
ン
機
器
の
故
障
・
ト
ラ
ブ
ル
、
定

員
10
人
（
申
込
順
）、
パ
ソ
コ
ン
を
持
っ

て
来
て
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問　
３
月
15
日
（
火
）
午
前
10
時

か
ら
直
接
窓
口
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活

動
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

出
張
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー

　
子
育
て
中
の
人
を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
無
料
の
就
労
相
談

を
行
い
ま
す
。

▽
日
時　
３
月
11
日
・
25
日
、
い
ず
れ
も

金
曜
日
午
前
９
時
50
分
～
午
後
１
時
（
１

人
40
分
程
度
）

▽
場
所　
リ
ラ
ッ
ト
（
市
立
子
育
て
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
館
）
３
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー

ム
２

※
予
約
が
必
要
、
完
全
個
室
、
子
ど
も
連

れ
可
。

申
込
・
問　
開
催
日
の
前
々
日
ま
で
に
市

公
式
ア
プ
リ
「
各
種
予
約
」
又
は
電
話
で

市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
２
８
・

０
７
５
１
）産

業
・
事
業
者

解
体
な
ど
の
工
事�

着
手
前
に
報
告
を

　
施
工
業
者
（
元
請
業
者
）
は
、
４
月
１

日
（
金
）
以
降
に
着
工
す
る
一
定
規
模
以

上
の
解
体
な
ど
の
工
事
に
つ
い
て
、
工
事

着
手
前
ま
で
に
事
前
調
査
結
果
の
報
告
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
対
象
の
工
事
は
次
の

と
お
り
で
す
。

∧
報
告
の
対
象
∨

〇
建
築
物
の
解
体
作
業
で
、
工
事
の
対
象

と
な
る
床
面
積
の
合
計
が
80
㎡
以
上

〇
建
築
物
の
改
造
・
補
修
作
業
で
、
工
事

の
請
負
代
金
の
合
計
が
１
０
０
万
円
以
上

〇
工
作
物
の
解
体
等
作
業
で
、
工
事
の
請

負
代
金
の
合
計
が
１
０
０
万
円
以
上

※
①
石
綿
（
ア
ス
ベ
ス
ト
）
使
用
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
報
告
は
必
要
で
す
②
報
告

は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
可
能
で
す
。
詳
し
く

は
、「
石
綿
事
前
調
査
結
果
報
告
シ
ス
テ

ム
」
や
「
石
綿
総
合
情
報
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
」
な
ど
を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
環
境
保
全
課
（
☎
８
２
４・１
０
２
１
）

安
全
・
安
心

防

　
　災

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
か
ら
の�

お
知
ら
せ

∧
３
月
１
日
～
７
日

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
∨

　
火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
季
に
火
災
の

発
生
を
防
止
し
、
高
齢
者
を
中
心
と
す
る

死
者
の
発
生
や
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と

を
目
的
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

　
寝
屋
川
消
防
署
と
市
消
防
団
で
は
、
火

災
予
防
運
動
の
一
つ
と
し
て
、
消
防
訓
練

及
び
防
火
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
寝
屋
川
消
防
署
予
防
課（
☎
８
５
２・

９
９
５
７
）

交
通
安
全

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
を�

考
え
て
み
ま
せ
ん
か

　
運
転
に
自
信
が
な
く
な
っ
た
人
、
家
族

や
医
師
に
運
転
を
心
配
さ
れ
て
い
る
人

は
、
運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
を
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
。

　
返
納
し
た
人
は
、
公
的
な
身
分
証
明
書

と
し
て
生
涯
使
用
で
き
る
「
運
転
経
歴
証

明
書
」
の
申
請
・
交
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
∧
交
付
手
数
料
１
１
０
０
円
と

写
真
１
枚
が
必
要
で
す
（
手
続
き
は
寝
屋

川
警
察
署
）
∨
。
運
転
経
歴
証
明
書
を
提

示
す
る
と
、
飲
食
店
・
小
売
店
な
ど
で
の

割
引
や
タ
ク
シ
ー
乗
車
運
賃
の
割
引
な

ど
、い
ろ
い
ろ
な
特
典
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

問　
市
交
通
政
策
課
（
☎
８
１
３
・
１
２

０
７
）、
運
転
経
歴
証
明
書
の
申
請
方
法

に
つ
い
て
…
寝
屋
川
警
察
署（
☎
８
２
３・

１
２
３
４
）

税
・
保
険
・

年
金

税
の
お
知
ら
せ

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
な
ど
の�

廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎
年
４

月
１
日
現
在
車
両
の
所
有
者
と
し
て
登
録

＜相談事例＞
　新聞の勧誘員が来訪し、購読
を勧められた。視力が落ちて新
聞が読めないと断ったのに「契
約が取れなくて困っている。こ
のままでは生活ができない。お
願いだから契約してほしい」と
懇願され、仕方なく契約してし
まった。
＜アドバイス＞
　「対面で粘られ、断り切れず

に契約してしまった」「お米や
洗剤、商品券などの景品を差し
出され、必要のない契約をして
しまった」という相談が寄せら
れています。
　誰かが訪問してきたときは、
すぐにドアを開けず、インター
フォンやドア越しに相手や用件
を確認しましょう。不要な勧誘
であれば「いりません」「帰っ
てください」ときっぱり断りま
しょう。
　景品をもらっても、契約書を
受け取ってから８日以内であれ
ばクーリングオフができます。
この期間を過ぎても、勧誘方法
などに問題のある契約であれば
解約できる場合もあります。ま
ずは消費生活センターに相談し
てください。

新聞訪問販売
トラブル

相談受付は月～土曜日午前９時～午後４時
（正午～午後１時を除く）

桜木町5番30号☎828・0397

消費生活センターだより

　
申
し
込
み
は
、
い
ず
れ
も
当
日
直

接
。ま

ち
・
ひ
と
・
し
ご
と�

創
生
総
合
戦
略
検
証
委
員
会

▽
日
時　
３
月
25
日
（
金
）
午
前
10
時

▽
場
所　
市
役
所
議
会
棟
４
階
第
一
委

員
会
室

▽
定
員　
15
人
（
先
着
順
）

問　
企
画
一
課（
☎
８
２
５・２
０
１
６
）

子
ど
も
・
子
育
て
会
議

▽
日
時　
３
月
29
日
（
火
）
午
後
２
時

▽
場
所　
市
役
所
議
会
棟
５
階
第
二
委

員
会
室

問　
こ
ど
も
を
守
る
課
（
☎
８
３
８
・

０
１
３
４
）

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合�

議
会
定
例
会

▽
日
時　
３
月
30
日
（
水
）
午
前
10
時

▽
場
所　
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
消
防

本
部
５
階
会
議
場

▽
定
員　
12
人

問　
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
総
務
管
理

課
（
☎
８
５
２
・
９
９
０
３
）

委員会など

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

税
・
保
険
・
年
金

安
全
・
安
心
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広報ねやがわ
令和４年３月号

さ
れ
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
該
当
す
る
と
き
は
、
４
月
１
日

（
金
）
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
車
両
の
解
体
や
廃
棄
を
し
た
②
盗
難
に

遭
っ
た
③
車
両
を
譲
っ
た
が
、
名
義
変
更

を
し
て
い
な
い

※
市
外
へ
転
出
し
、
引
き
続
き
車
両
を
使

用
す
る
と
き
は
、
転
出
先
の
市
町
村
な
ど

に
登
録
変
更
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

∧
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
先
∨

○
１
２
５㏄
以
下
の
バ
イ
ク
・
小
型
特
殊
自

動
車
…
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
務
管
理
担
当

※
手
続
き
に
は
原
動
機
付
自
転
車
標
識
交

付
証
明
書
（
申
告
済
証
）、
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
、
届
出
者
の
本
人
確
認
書
類
が
必

要
で
す
。
代
理
人
が
届
け
出
る
と
き
は
委

任
状
が
必
要
で
す
。
郵
送
で
手
続
き
を
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
１
２
５
㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク
…
大
阪
運

輸
支
局
（
高
宮
栄
町
☎
０
５
０
・
５
５
４

０
・
２
０
５
８
）

○
軽
自
動
車
…
軽
自
動
車
検
査
協
会
（
高

槻
市
大
塚
町
四
丁
目
（
☎
０
５
０
・
３
８

１
６
・
１
８
４
１
）

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
務
管
理
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
１
３
８
）

各
種
保
険
・
医
療
制
度

国
民
健
康
保
険
の�

届
け
出
は
す
み
や
か
に

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
、
脱
退
、
変
更

な
ど
は
、
14
日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。
届
け
出
を
し
な
い
と
保
険
給
付
が
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
後

に
市
の
被
保
険
者
証
を
使
用
し
た
と
き

は
、
医
療
費
の
７
割
相
当
分
な
ど
を
市
に

返
還
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

∧
退
職
し
た
と
き
∨

　
会
社
の
社
会
保
険
な
ど
を
脱
退
し
た
と
き

は
、
会
社
が
発
行
す
る
資
格
喪
失
証
明
書
な

ど
を
持
っ
て
国
民
健
康
保
険
加
入
の
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
（
任
意
継
続
保
険
に
加
入

す
る
人
や
社
会
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
る

人
は
、
届
け
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

∧
就
職
し
た
と
き
∨

　
勤
務
先
は
市
役
所
に
届
け
出
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
が
社

会
保
険
に
加
入
し
た
と
き
は
、
国
民
健
康

保
険
脱
退
の
届
け
出
を
し
、
被
保
険
者
証

は
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

∧
転
出
す
る
と
き
∨

　
他
市
へ
転
出
す
る
と
き
は
国
民
健
康
保

険
脱
退
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
進
学
に
よ
り
転
出
す
る
と
き
は
、
申
請

に
よ
り
継
続
し
て
市
の
被
保
険
者
証
を
持

つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

○
大
阪
府
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

○
在
学
証
明
書

○
学
校
名
と
そ
の
所
在
地
の
分
か
る
も
の

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
）

○
転
出
先
の
住
民
票

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
分
か
る
書
類

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

※
①
受
付
は
平
日
の
午
前
８
時
～
午
後

８
時
と
土
曜
日
の
午
前
８
時
～
午
後
１

時
（
祝
日
を
除
く
、
平
日
の
午
後
５
時
30

分
～
午
後
８
時
は
予
約
が
必
要
）、
各
シ

テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
で
も
手
続
き

で
き
ま
す
②
届
け
出
に
必
要
な
書
類
は
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
国
民
健
康
保
険
担

当
（
☎
８
１
３
・
１
１
８
２
）

年
金
制
度

寡
婦
年
金
や
死
亡
一
時
金
の�

受
給
に
は
請
求
が
必
要

∧
寡
婦
年
金
∨

　
第
１
号
被
保
険
者
（
任
意
加
入
被
保
険

者
を
含
む
）
と
し
て
、
保
険
料
納
付
済
期

間
と
免
除
期
間
を
合
わ
せ
て
10
年
以
上
あ

る
夫
が
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基
礎
年
金

を
受
け
ず
に
亡
く
な
っ
た
と
き
、
夫
に
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
妻
（
婚
姻
期
間
が

10
年
以
上
継
続
）
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で

受
け
ら
れ
ま
す
。

∧
死
亡
一
時
金
∨

　
第
１
号
被
保
険
者
（
任
意
加
入
被
保
険

者
を
含
む
）
と
し
て
、
保
険
料
納
付
済
期

間
（
全
額
免
除
を
除
く
保
険
料
の
一
部
免

除
を
受
け
た
期
間
を
含
む
）
が
３
年
以
上

あ
る
人
が
、
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎

年
金
の
い
ず
れ
も
受
け
ず
に
亡
く
な
っ
た

と
き
、
生
計
を
同
一
に
し
て
い
た
遺
族
に

支
給
さ
れ
る
一
時
金
で
す
。
た
だ
し
、
遺

族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る
人
が
い
る
と

き
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
①
寡
婦
年
金
と
死
亡
一
時
金
は
ど
ち
ら
か

一
方
し
か
受
給
で
き
ま
せ
ん
②
死
亡
一
時
金

の
請
求
の
時
効
は
死
亡
日
か
ら
２
年
で
す
。

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
戸
籍
・
住
基
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
２
１
１
）

納期限のお知らせ

★国民健康保険料（徴収・納付担当）……第10期分
★後期高齢者医療保険料（徴収・納付担当）…第９期分
★保育所保育料（保育課）……………………３月分

★介護保険料（高齢介護室）………………第10期分
★留守家庭児童会保育料（青少年課）……………３月分

～３月31日（木）までに納めましょう～

＜国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免＞
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなど一定の要件を満たす人は減免されます。詳し
くは、各担当課に問い合わせてください。


